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子
育
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□
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
受
け
付

け
ま
す

〈
対
象
〉　
次
の
①
ま
た
は
②
に
該

当
す
る
お
子
さ
ん
を
育
て
て
い
る

方
。
①
父
母
の
離
婚
、
父
（
母
）
の

死
亡
な
ど
で
父
（
母
）
と
生
計
を
別

に
し
て
い
る　

②
父
（
母
）
に
一
定

の
障
が
い
が
あ
る

〈
期
間
〉　
お
子
さ
ん
が
１８
歳
に
な

っ
た
年
の
年
度
末
（
３
月
３１
日
）
ま

で
。
お
子
さ
ん
に
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
場
合
は
２０
歳
未
満

〈
支
払
期
〉　
１１
月
か
ら
支
給
月
と

支
給
回
数
が
変
更
に
な
り
ま
す
。
原

則
と
し
て
、
支
給
月
に
そ
の
月
の
前

月
分
ま
で
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
▽
現

在…

年
３
回
（
４
月
・
８
月
・
１２

月
）　

▽
変
更
後…

年
６
回
（
１１

月
・
１
月
・
３
月
・
５
月
・
７
月
・

９
月
）

〈
所
得
制
限
〉　
申
請
者
や
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
直
系
血

族
、
兄
弟
姉
妹
等
の
所
得
に
よ
り
手

当
の
支
給
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
離
婚
の
場
合
は
養
育
費
の
一
部

が
所
得
に
加
算
さ
れ
ま
す

〈
申
請
〉　
必
要
書
類
を
添
え
て
ご

申
請
く
だ
さ
い
。
申
請
を
受
け
付
け

た
翌
月
分
か
ら
支
給
対
象
と
な
り
ま

す
。
必
要
書
類
は
申
請
者
ご
と
に
異

な
る
の
で
、
申
請
者
本
人
が
子
育
て

支
援
課
で
案
内
を
お
受
け
く
だ
さ
い

〈
手
当
月
額
〉　
▽
第
１
子…

４
万

２
９
１
０
円
〜
１
万
１
２
０
円

〈
加
算
額
〉　
▽
第
２
子…

１
万
１

４
０
円
〜
５
０
７
０
円　

▽
第
３
子

以
降…

１
人
に
つ
き
６
０
８
０
円
〜

３
０
４
０
円

＊
平
成
３１
年
（
２
０
１
９
年
）
４
月

分
か
ら
手
当
額
が
改
定
さ
れ
ま
し

た
b
子
育
て
支
援
課
（
第
二
庁
舎
２

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
６
６

□
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
受

け
付
け
ま
す

〈
対
象
〉　
精
神
ま
た
は
身
体
に
一

定
の
障
が
い
が
あ
る
２０
歳
未
満
の
お

子
さ
ん
を
育
て
て
い
る
方

〈
所
得
制
限
〉　
申
請
者
や
そ
の
配

偶
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
直
系
血

族
、
兄
弟
姉
妹
等
の
所
得
に
よ
り
手

当
の
支
給
が
停
止
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す

〈
手
当
月
額
〉　
▽
１
級…

５
万
２

２
０
０
円　

▽
２
級…

３
万
４
７
７

０
円

＊
平
成
３１
年
（
２
０
１
９
年
）
４
月

分
か
ら
手
当
額
が
改
定
さ
れ
ま
し

た

＊
児
童
福
祉
施
設
（
通
園
施
設
は
除

く
）
に
お
子
さ
ん
が
入
所
し
て
い

る
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

b
子
育
て
支
援
課
（
第
二
庁
舎
２

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
７
２

□
多
子
世
帯
に
よ
る
住
宅
取
得
に
係

る
経
費
を
補
助
し
ま
す

　

県
で
は
、
多
子
世
帯
（
１８
歳
未
満

の
お
子
さ
ん
が
３
人
以
上
ま
た
は
２

人
（
条
件
付
き
）
の
世
帯
）
を
対
象

に
、
住
宅
取
得
の
諸
経
費
に
対
し
て

補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

〈
補
助
額
〉　
①
新
築
住
宅
取
得…

最
大
５０
万
円　

②
中
古
住
宅
取
得…

最
大
４０
万
円

〈
補
助
予
定
件
数
〉　
①
６
６
５
件

　

②
１
３
０
件

〈
対
象
〉　
①
戸
建
住
宅
は
敷
地
面

積
１
１
０
平
方
㍍
以
上
か
つ
床
面
積

１
０
０
平
方
㍍
以
上
。
マ
ン
シ
ョ
ン

は
床
面
積
８０
平
方
㍍
以
上
ま
た
は
５

室
以
上　

②
戸
建
住
宅
は
床
面
積
１

０
０
平
方
㍍
以
上
。
マ
ン
シ
ョ
ン
は

床
面
積
８０
平
方
㍍
以
上
ま
た
は
５
室

以
上

〈
申
込
み
〉　
①
９
月
９
日
㈪
ま
で

（
抽
選
）　

②
令
和
２
年
（
２
０
２

０
年
）
３
月
１６
日
㈪
ま
で
。
予
算
が

無
く
な
り
し
だ
い
終
了

b
埼
玉
県
住
宅
課
☎
０
４
８
＝
８
３

０
＝
５
５
６
３

市民活動支援センター

ななサポこしがやの催し

男女共同参画支援センター

ほっと越谷の催し
特に記載のない場合H無料　DEB男
女共同参画支援センター「ほっと越谷」☎
970-7411（月曜日、祝日休所）
□育児休業取得中の女性のための職
場復帰準備講座（連続3回講座）

AG①6月2日㈰…パートナーと一緒に
考えよう！　仕事と育児　両立のヒント。
講師は働き方改革コンサルタントの堀江
咲智子さん　②6月9日㈰…パートナーと
ともに聞く先輩ママの体験談　③6月12
日㈬…市内の保育所情報を知ろう。いず
れも時間は午前10時～正午　F市内在
住で育児休業取得中の女性または妊娠
中の有職女性16人。（3カ月以上1歳未満
の保育あり。1人1回、保育料1,000円。
要予約）。①は0歳児の同席保育ができま
す。各回ともパートナーも参加できます　
E5月7日㈫、午前10時から
□ブックフェア「男女共同参画ってなん
だろう」

A5月15日㈬～31日㈮　G性別にかか
わらず、一人ひとりの個性や能力を大切
にし、自分らしく生きられる社会をめざす
「男女共同参画」の考え方について理解
を深めるための図書を集めました
□ほっと越谷「さんもくナイト」シネマで
ほっこり

A5月16日㈭、午後6時30分～8時　G

上映作品は「乙女ハウス」　E当日会場へ

いずれもH無料　DEB市民活動支援
センター「ななサポこしがや」☎969- 
2750。下記のほか、パソコンなんでも相
談も開催します
□展示「越ヶ谷蔵物語」
AG▷5月6日㉁まで…山崎家の歴史と
内蔵　▷5月10日㈮～29日㈬…山崎家
と平田篤胤。いずれも午前9時～午後5
時　E当日会場へ
□センターの日　活動発表＆協働のま
ちづくり交流会

AG▷6月1日㈯～7日㈮、午前9時～午
後5時（7日は3時まで）…市民団体の活
動内容の展示　▷6月2日㈰、午後1時
30分～3時30分…「越谷の良いところ」
をテーマにした交流会　E当日会場へ
□かふぇとも「地図から探る越谷今昔
ものがたり」

A5月23日㈭、午後1時～3時　G現在
までの越谷市の変遷を地図から探る　
F25人　E受付中

□
行
政
相
談
委
員
が
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す

　

行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例
相
談

所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
電
話
で
も

随
時
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

a
毎
月
第
２
金
曜
日　

d
中
央
市
民

会
館
４
階
相
談
室　

g
国
・
県
・
市

の
行
政
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
相

談
を
受
け
付
け
ま
す
。
市
内
の
行
政

相
談
委
員
は
次
の
と
お
り
で
す
。
大

沢
昌
太
郎
☎
９
６
２
＝
８
６
１
２
、

岡
井
ふ
み
☎
９
６
２
＝
２
２
４
９
、

百
木
節
子
☎
９
６
２
＝
４
２
４
７
、

中
里
静
博
☎
９
８
６
＝
１
３
４
４
、

髙
橋
美
佐
子
☎
９
６
２
＝
９
２
３
３

　

b
く
ら
し
安
心
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
６

□
越
谷
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
出
張
法

律
無
料
相
談
会

a
５
月
１９
日
㈰
、
午
後
１
時
３０
分
〜

４
時
４０
分　

d
吉
川
市
民
交
流
セ
ン

タ
ー
お
あ
し
す
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー

ム
１
・
２
（
吉
川
市
き
よ
み
野
１
の

１
）　

g
相
続
、
遺
言
、
登
記
、
債

務
整
理
、
成
年
後
見
な
ど
。
面
談
相

談
（
１
組
４０
分
）　

e
事
前
に
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
４
８
＝
８
３

８
＝
７
４
７
２
）
へ　

b
埼
玉
司
法

書
士
会
事
務
局
☎
０
４
８
＝
８
６
３

＝
７
８
６
１

□
油
長
内
蔵
で
空
き
家
・
空
き
地
の

相
談
会

a
毎
月
第
１
・
３
木
曜
日
、
午
後
１

時
３０
分
〜
４
時
３０
分　

d
油
長
内
蔵

（
越
ヶ
谷
３
の
２
の
１９
の
５
）　

g

ま
ち
づ
く
り
・
建
築
・
福
祉
の
専
門

家
が
空
き
家
・
空
き
地
の
最
適
な
活

用
方
法
を
提
案
。
金
曜
・
土
曜
・
日

曜
日
に
寄
り
合
い
所
と
し
て
開
催
し

て
い
る
「
ま
ち
蔵
カ
フ
ェ
」
で
も
相

談
を
受
け
付
け
ま
す　

h
無
料
（
カ

フ
ェ
は
有
料
）　

e
事
前
に
電
話
で

左
記
へ　

b
油
長
内
蔵
運
営
協
議

会
・
若
色
☎
０
９
０
＝
４
６
１
９
＝

８
７
２
２

□
幼
稚
園
就
園
奨
励
費

　

市
で
は
、
私
立
幼
稚
園
の
設
置
者

が
入
園
料
お
よ
び
保
育
料
を
減
免
す

る
場
合
に
、
設
置
者
に
対
し
て
補
助

金
を
支
給
し
ま
す
。

〈
調
書
を
提
出
す
る
方
〉　
市
内
に

住
民
登
録
が
あ
り
、
認
可
さ
れ
た
幼

稚
園
（
新
制
度
除
く
）
に
在
園
す
る

３
歳
〜
５
歳
（
平
成
３１
年
（
２
０
１

９
年
）
４
月
１
日
現
在
の
満
年
齢
。

た
だ
し
、
満
３
歳
に
達
し
た
幼
児

が
、
年
度
の
途
中
か
ら
幼
稚
園
に
入

園
す
る
場
合
も
含
む
）
の
お
子
さ
ん

の
保
護
者

〈
提
出
〉　
在
園
す
る
幼
稚
園
か
ら

５
月
下
旬
に
配
付
さ
れ
る
調
書
に
記

入
し
、
５
月
３１
日
㈮
ま
で
に
幼
稚
園

へ
。
市
の
確
認
・
審
査
後
、
補
助
金

相
当
額
が
各
幼
稚
園
か
ら
保
護
者
へ

支
給
さ
れ
ま
す
（
１２
月
初
旬
予
定
。

審
査
に
は
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
）
。
調
書
が
配
付
さ
れ
な
い
場
合

は
教
育
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

〈
幼
児
教
育
無
償
化
〉　
幼
稚
園
就

園
奨
励
費
は
９
月
で
廃
止
と
な
り
、

１０
月
か
ら
法
律
に
基
づ
く
新
た
な
給

付
事
業
（
無
償
化
事
業
）
に
移
行
す

る
予
定
で
す
。
詳
し
く
は
、
別
途
お

知
ら
せ
し
ま
す

b
教
育
総
務
課
（
第
二
庁
舎
４
階
）

☎
９
６
３
＝
９
２
８
０

□
就
学
援
助
費

〈
対
象
〉　
経
済
的
な
理
由
で
就
学

が
困
難
な
小
・
中
学
生
の
保
護
者

〈
内
容
〉　
学
用
品
費
、
通
学
用
品

費
、
新
入
学
準
備
費
、
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
、
校
外
活
動
費
、
修

学
旅
行
費
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ

ー
保
護
者
負
担
金
、
学
校
給
食
費
、

児
童
生
徒
会
費

＊
中
学
校
新
入
学
に
か
か
る
学
用
品

費
は
、
平
成
３０
年
度
か
ら
小
学
６

年
生
時
に
支
給
し
て
い
ま
す

＊
前
年
度
就
学
援
助
未
申
請
者
の
方

に
限
り
、
中
学
１
年
生
時
に
支
給

し
ま
す

＊
令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
）

に
小
学
校
に
入
学
す
る
新
１
年
生

を
対
象
と
し
た
新
入
学
準
備
費
に

つ
い
て
、
詳
し
く
は
９
月
以
降
に

お
知
ら
せ
し
ま
す

〈
申
込
み
〉　

５
月
３１
日
㈮
ま
で

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

た
だ
し
５
月
２６
日
㈰
は
受
け
付
け
し

ま
す
）
に
保
護
者
が
直
接
学
務
課

（
５
月
３１
日
㈮
ま
で
は
第
二
庁
舎
５

階
会
議
室
Ｃ
で
受
け
付
け
）
ま
た
は

お
子
さ
ん
が
在
籍
す
る
小
・
中
学
校

に
申
請
。
５
月
３１
日
㈮
ま
で
に
申
請

し
認
定
さ
れ
た
場
合
、
４
月
分
か
ら

対
象
と
な
り
ま
す
。
６
月
以
降
に
申

請
し
認
定
さ
れ
た
場
合
は
申
請
月
の

翌
月
分
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す

b
学
務
課
（
第
二
庁
舎
４
階
）
☎
９

６
３
＝
９
２
８
１

□
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費

〈
対
象
〉　
特
別
支
援
学
級
等
へ
就

学
す
る
児
童
生
徒
の
保
護
者

〈
内
容
〉　
学
用
品
費
、
通
学
用
品

費
、
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
、

校
外
活
動
費
、
修
学
旅
行
費
、
学
校

給
食
費
、
通
学
費
、
職
場
実
習
交
通

費
、
交
流
学
習
交
通
費

＊
通
級
指
導
教
室
に
入
級
す
る
児
童

生
徒
の
保
護
者
は
、
通
学
費
の
み

対
象

〈
申
込
み
〉　

５
月
３１
日
㈮
ま
で

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

に
直
接
お
子
さ
ん
が
在
籍
す
る
小
・

中
学
校
に
申
し
込
み
。
途
中
転
入
の

方
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
。
就
学
援

助
費
も
併
せ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い

（
認
定
基
準
、
援
助
内
容
が
異
な
り

ま
す
）
。
就
学
援
助
費
の
対
象
者
と

な
っ
た
場
合
は
、
就
学
援
助
費
が
優

先
さ
れ
ま
す

b
学
務
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８
１

い
ず
れ
も
前
年
度
該
当
ま
た
は
認
定
さ
れ
た
方
も
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

あ
ぶ
ら
ち
ょ
う
う
ち
く
ら


